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「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の
世話などを日常的に行っている子どものことです。

✿ ヤングケアラーとは
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✿ ヤングケアラーの現状

① 学業に支障
学校に行けない、宿題など学業に時間を割くことができず、学力への影響が懸念されている。

② 進路に影響
勉強する時間がない、介護の負担、金銭的な負担から、労働せざるを得ないなどの理由で、進路が制限
され、将来にも希望を持てない。

③ 交友関係に支障
友達と遊ぶ時間がない、クラブ活動ができないなど、交友関係が築けず、孤立・孤独を感じる。

④ 体力、健康の不安
家にこもる時間が増えれば体力や健康への不安のほか、状況によっては、家の片付けが十分にできず、
体調を崩してしまうケースも考えられる。

現 状

本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている

3

https://www.irasutoya.com/2016/09/blog-post_750.html


ヤングケアラーの実態調査結果

（厚生労働省、香川県、高松市調査）
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世話をしている家族が
「いる」か

小
学
６
年
生

中
学
２
年
生

世話をしている頻度 平日１日あたりに
世話に費やす時間

自分はヤングケアラー
にあてはまると思うか

ヤングケアラーを知って
いるか

項目なし 項目なし

✿【国】ヤングケアラーの実態調査結果①

％
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１小学生、中学生の実態

6.5

93.5

0

5.7

93.6

0.6

いる いない 無回答

52.9

16.0

14.4

5.5 11.1

45.1

17.9

14.4

4.7

17.9

ほぼ毎日 週に３～５日

週に１～２日 １か月に数日

その他・無回答

52.4

22.8

7.1

17.6

42.0

21.9

11.6

24.5

３時間未満 ３～７時間未満

７時間以上 無回答

1.8

85.0

12.5

0.7

あてはまる

あてはまらない

わからない

無回答

6.3

8.8

84.2

0.6

聞いたことがあり、内容も知っている

聞いたことはあるが、よく知らない

聞いたことはない

無回答

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書（厚生労働省：R3.4月、R4.4月公表）」
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✿【国】ヤングケアラーの実態調査結果②

0

3.4

1.1

4.5

6.7

3.4

22.5

9.0

7.9

79.8

19.1

0.6

5.7

2.6

10.3

7.1

11.1

23.4

5.7

10.0

79.8

29.3

無回答

その他

障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

病気の家族の看病をしている

アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題のある家族に対応している

家族の通訳をしている

目を離せない家族の見守りや声掛けをしている

家族の代わりに、障がいや病気のあるきょうだいの世話をしている

家族の代わりに、幼いきょうだいの世話をしている

障がいや病気のある家族に代わり、家事（買い物、料理、洗濯、掃除など）をしている

２ ヤングケアラーと思われる子どもの状況（複数回答）

小学校 中学校
（％）

https://illustrain.com/?p=21797
https://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_415.html
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✿【国】ヤングケアラーの実態調査結果③

19.4

25.8

43.0

33.7

37.9

42.7

1.7

1.1

中

学

校

小

学

校

要保護児童対策地域協議会に通告したケースがある

要保護児童対策地域協議会に通告するほどではないが、学校以外の外部の支援につないだケースがある

外部の支援にはつないでいない（学校内で対応している）

無回答

（％）

３ 外部の支援につないだケースの有無

https://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_6912.html
https://www.irasutoya.com/2016/10/blog-post_26.html
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✿【県】ヤングケアラーの実態調査結果

家で世話をしている家族がいて、勉強や遊びに時間がとれないなど、困って
いることがありますか

令和3年度「香川県学習状況調査」（R3.11月）において、
児童生徒への質問票に、以下の質問項目を追加して実施

小学５年生 中学２年生

「よくある」「ある」と回答した割合 10.1 5.7

（％）

質問項目
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✿【市】ヤングケアラーの実態調査結果①

１調査概要

①趣旨･目的 ヤングケアラーと思われる子どもの実態を把握し、適切な支援へ
つなげるため、各小・中学校に対し、アンケート調査を実施

②調査対象 各小・中学校の管理職〔小学校４７校、中学校２３校（分校を含む）〕

③実施時期 令和３年６月～７月

④調査方法 教職員による児童生徒との教育相談や、ＳＳＷによる面談等を
通して把握したヤングケアラーと思われる児童生徒の状況に
ついて取りまとめ

「学校におけるヤングケアラーへの対応に関するアンケート調査」

https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
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✿【市】ヤングケアラーの実態調査結果②

２学校がヤングケアラーと気づいた理由・きっかけ等

・本人の話から
・学校生活の状況から
・学校の面談、アンケートから
・ＳＣ、ＳＳＷ、養護教諭等から
・出身校からの引継ぎ
・家族、親族からの連絡
・保護者の言動、状況

・家庭訪問
・民生委員、近所の人からの連絡
・きょうだいの保育園・学校から、きょうだいの状況から
・外部機関、支援団体等からの連絡

https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png


①本人の
状況把握

・学級担任が定期的な面談をする。
・養護教諭が観察、悩みを聞く。
・週１回、日記でやりとりをする。
・児童生徒の表情の変化をよく見て、さりげな
く話をする。

・遅刻や欠席の継続がみられた場合、保護者と
連絡を密にとる。

・児童生徒へのアンケートを毎月行う。

②保護者
との連絡

・保護者の在宅時間に電話や家庭訪問を行い、
児童生徒のがんばりを伝える。

③外部との
連携

・ＳＣ、ＳＳＷ等の専門家へ協力を依頼する。
・サポート教員が児童生徒の支援や保護者の支
援に関わる。

・関係機関と連携を図る。

11

✿【市】ヤングケアラーの実態調査結果③

３学校での把握や支援について、学校が工夫していること

≪変 化≫

・欠席・遅刻日数の減少
・学校生活の安定
・表情が明るくなった
・担任との信頼関係に
つながった

など

https://www.illust-pocket.com/illust/9785
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✿【市】ヤングケアラーの実態調査結果④

４ヤングケアラーを把握・支援するために、学校が必要だと思うこと

・教職員がヤングケアラーについて知ること

・児童生徒が教員に相談しやすい関係を作ること

・ＳＣやＳＳＷ等の専門職の配置を充実させること

・ヤングケアラーの支援についての相談機関があること

・児童生徒自身がヤングケアラーについて知ること

・ヤングケアラー本人や保護者の相談窓口があること

https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
https://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png


13

支援への課題・取組



●早期発見・把握

●支援策の推進

●社会的認知度の
向上

✿支援への課題
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・ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題である
ことなどから表面化しにくい構造

・福祉、介護、医療、学校等、関係機関におけるヤング
ケアラーに関する研修は十分でなく、地方自治体での
実態把握が不十分

実態把握が
不十分

・ヤングケアラーに対する支援策、支援につなぐための
窓口が明確でない。

・福祉機関の専門職等から「介護力」と見なされ、サー
ビスの利用調整が行われるケースがある。

支援策・窓
口が不十分

社会的認知度
が低い

「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」（R3.5.17）より

今後取り組むべき施策

・ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な
子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くこ
とができない。



Ｒ３．３ ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム 立上げ

Ｒ３．３ ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告（中学２年生、全日制高校２年生等）

Ｒ３．５ ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム 報告

【現状と課題】
実態把握が不十分
支援策・窓口が不十分
社会的認知度が低い

【今後の支援策】
早期発見・把握
支援策の推進
社会的認知度の向上

Ｒ３．６
経済財政運営と改革の基本方針２０２１が閣議決定
・いわゆる骨太の方針２０２１において、家族の介護や世話を担うヤングケアラーへの支援が初めて明記

Ｒ４．３ ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告（小学６年生、大学生等）

Ｒ４．３
多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル作成
・多機関・多職種が連携して行う支援の方法についてとりまとめ
・支援開始から切れ目なく包括的に支援が行われることを目指す

Ｒ４．６

「子ども家庭庁」設置法案 可決 ・・・３つの部門を設ける
・「企画立案・総合調整部門」
・「成育部門」
・「支援部門」（いじめ対策・ヤングケアラー支援・施設や里親のもとで育った若者らの支援）

✿国の動向①
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ヤングケアラー支援体制強化事業

①地方自治体における実態調査・研修を推進

②地方自治体における支援体制の構築を支援
（コーディネーター配置、オンラインサロン設置等）

広報啓発事業

令和４年度から６年度までの３年間を「集中取組期間」
として、中高生の認知度５割を目指す。

ⅰポスター・リーフレット等の製作・配布

ⅱテレビCM、インターネット広告等を活用した、より幅広い普及啓発

ⅲ全国フォーラム／シンポジウムの開催等を通じた普及啓発

令和４年度

ポスター

リーフレット

✿国の動向②
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✿県の動向（令和4年度）

【実態調査の実施】

■こども政策推進局 こども家庭課
相談・支援に携わる機関やケアの必要な家族が
いる家庭の支援に携わる機関等を対象に、ヤング
ケアラーの状況や支援の状況を調査（R4.6月）

■教育委員会
香川県学習状況調査において、調査を実施予定

両調査を連携してその結果を分析し、今後の支援の検討につなげる
17

https://3.bp.blogspot.com/-oouMaRMorxk/UaKfH4cJb4I/AAAAAAAAT0E/UGKRL4_H2-w/s1000/dots.png
https://1.bp.blogspot.com/-n3Ub8R4fZiM/VpjBrFU1A0I/AAAAAAAA26Y/rwZbSFLaSLc/s1600/bg_school.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hw8U0g0kUhc/U8XkayZ6HPI/AAAAAAAAiwQ/oyxinfRFzR4/s800/benkyou_classroom.png


✿他市等の状況
条例制定
（R4.3.31時点）

埼玉県、茨城県、北海道、栗山町、名張市、総社市、浦河町、備前市、
那須町、明石市（「こども総合支援条例」の一部改正）

ほか

実態調査実施 北海道、埼玉県、愛知県、名張市、さいたま市、大阪市、京都市、
千葉市、和光市、栗山町 ほか

※令和４年度実施予定：香川県、愛媛県、徳島県、高知県

その他 ガイドラインの策定
啓発用ポスター、リーフレット、ハンドブックの作成
相談（支援）窓口の設置（LINE等のSNS含む）
有識者会議、プロジェクトチーム
社会福祉協議会、NPO等との協力体制の構築
支援フォーラムの開催
ケアラーズカフェ
元ヤングケアラーの体験談、講演 など
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https://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_763.html


５ 本市の状況と今後の取組方針
✿ 本市の状況①

① 学校教育課が実態調査を実施
・家庭に入って支援を行うことが多いＳＳＷを対象にした「ヤングケアラーと
思われる子どもについての記録」調査（R3.4月）
・教育相談活動において、教職員等が児童生徒と面談をする等、「ヤング

ケアラー」に該当すると思われる子どもを把握（R3.7月）

② 教育委員会において管理職研修・生徒指導担当者研修等を実施

③ こども女性相談課と学校教育課で毎月情報交換会を開催
ヤングケアラーを含む、支援が必要と思われる子どもについて情報共有

④ まるごと福祉相談員、つながる福祉相談窓口による相談支援

⑤ 高松市地域共生社会推進プロジェクトチームのコアメンバー会議で
支援策等を検討

これまでの取組

支援の背景につ

いての認識共有

本市の現状と

課題の洗い出し
支援策の検討

コアメンバー会議 構成員

健康福祉総務課

健康福祉総務課 地域共生社会推進室

障がい福祉課

生活福祉課

長寿福祉課

地域包括支援センター

子育て支援課

こども女性相談課

こども家庭課

こども保育教育課

健康づくり推進課

学校教育課
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① 早期発見・把握
・支援の第一歩は「気づき」
・子どもと接する時間が長く、子どもの変化に気づきやすい教職員の果たす役割は大きい
・本人や家族にとって、身近で相談しやすい環境づくり

② 支援策の推進
・本人の意思を尊重し、それぞれの子どもの状況や課題をしっかり把握
・家族全体を支える切れ目ない包括的支援
・複合・複雑化する課題対応のため、多機関・多職種連携による支援
・支援体制強化のために、関係機関が共通認識を持ち、役割分担や責任を明確化
・地域を基盤とした相談支援機能の強化

③ 社会的認知度向上
ヤングケアラーの社会的認知度の向上を目指す

５ 本市の状況と今後の取組方針
✿ 本市の状況②

今後の方針

20

ヤングケアラーの社会的認知度の向上を目指し、早期発見・適切な支援へ
教育委員会等との連携を図りながら

https://4.bp.blogspot.com/-tlSU8W_nbuM/VXOT24_f5WI/AAAAAAAAuEc/BW1kptsmfj8/s800/machi_circle_frame_big2.png
https://3.bp.blogspot.com/-PxSxOKBm_58/V8jqdyy-dXI/AAAAAAAA9gM/Jpy1PgazKdIjDKIpiUcCxTS85kP7a3jXgCLcB/s800/pose_syourai_man.png
https://4.bp.blogspot.com/-_iUvNtQ49LE/WWxNfpDLUoI/AAAAAAABFlY/udWpQ3c_OIQFOu_xOmPeYlFA8HYZthzZACLcBGAs/s800/nayamu_girl2.png
https://3.bp.blogspot.com/-lGkTFewe47A/V9aG_6cKAGI/AAAAAAAA9mE/Hvd_WCq09lgWIjwbZEhZQjWXwaVuWNwKACLcB/s800/kaigo_kurumaisu.png
https://3.bp.blogspot.com/-er3jCTwoyRQ/Ws2vAKjSrEI/AAAAAAABLSw/1Or--l9ujL4eU-6IKyEilK59LT27zLRlgCLcBGAs/s800/kaigi_shinken_business_people.png
https://2.bp.blogspot.com/-hJ37sqD_zEc/WUdZDngUgsI/AAAAAAABFCI/3AtpDARtoqk_j7bh9RNec0wGa8mqsu6SgCLcBGAs/s800/shopping_supermarket_woman.png


５ 本市の状況と今後の取組方針
✿ 本市の状況③

今後の具体的な取組

① 相談窓口、支援サービス案内の明確化
・子ども食堂、フードバンク、家事支援サービスなどの周知啓発
・まるごと福祉相談員、つながる福祉相談窓口のＰＲ

② ホームページ作成、SNS等で周知
・国が作成した、ポスター、リーフレットの配置
・ヤングケアラーに関する特設ページを作成
・SNS等でヤングケアラーに関して周知

③ 支援体制の強化
・既存の会議体活用も視野に、庁内連携による会議体の設置
・ＳＳＷ等の支援員拡充
・既存のコーディネーター活用も視野に、ヤングケアラーに関するコーディネーター配置
・国が公表したマニュアル等に基づき、本市の対応マニュアル決定
・共通アセスメントシートを作成し、関係機関で情報共有
・取組の対象を高校生・大学生へ広げていくため、県・大学との連携強化

④ 職員向け・関係機関向け研修
・ヤングケアラー支援に携わる専門家やヤングケアラーの元当事者等を講師とした研修会開催

⑤ 高松市子ども・子育て条例において、ヤングケアラーへの支援の位置付けを検討

21

https://www.illust-pocket.com/illust/5255
https://www.irasutoya.com/2018/05/blog-post_426.html
https://www.irasutoya.com/2013/01/t_10.html
https://4.bp.blogspot.com/-UZU0WOor41k/VWmAtvcLNII/AAAAAAAAtzs/iubr4w2iZg8/s800/job_hokenshi_woman.png
https://www.irasutoya.com/2020/03/blog-post_401.html
https://2.bp.blogspot.com/-X9HCQBAQEj4/V2ubXzc_AcI/AAAAAAAA7oQ/f7WX3bvMcbI1Z3cl8t8TaXiboNeOzyPsgCLcB/s800/cooking_itameru_woman.png
https://1.bp.blogspot.com/-SSrwArOlfRk/Xdtt6TAEroI/AAAAAAABWNw/kB5XxgHV6tYYIV_QFK_TW426qzgVPxWtwCNcBGAsYHQ/s1600/text_soudanshitsu.png
https://4.bp.blogspot.com/-W105EMcCotw/VWmAq53jZKI/AAAAAAAAtzM/tD8EYaO6VOU/s800/hoken_center.png
https://3.bp.blogspot.com/-2it8gdeKZIQ/VRE4s1NP_jI/AAAAAAAAsWc/iFaS5Pt0ZnM/s800/building_shiyakusyo.png
https://fukidesign.com/e0991/
https://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_84.html


✿今後のスケジュール
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